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２．評価の目的および基本方針

１）機構が定める「薬学教育（６年制）第三者評価 評価
基準」（以下、「評価基準」とします。）への適合認定
を行い、各大学における薬学教育プログラムの質を
保証します。

（基本方針）

①「評価基準」に基づいた「自己点検・評価書」に対する
評価を実施します。

②教育研究活動等に対するピア・レビューを中心とする
評価を実施します。

＊ここでいう“ピア”とは、大学の教育研究活動等に関し
見識を有する者を指し、大学の教員に限るものでは
ありません。

（薬学教育評価ハンドブック p 4)



２）評価の結果を各大学にフィードバックし、各大学の薬

学教育プログラムに関わる教育研究活動等の改善を

促進します。

（基本方針）

①各大学の薬学教育プログラムの改善点を明確にしま

す。

②各大学の理念や個性を尊重し、特色を踏まえて評価

します。

２．評価の目的および基本方針
（ハンドブック p 4)



３）評価結果を基に各大学の薬学教育プログラ
ムの質を社会に示し、広く国民の理解と支持
が得られるよう支援します。

（基本方針）

①大学以外の有識者を委員に配して評価を実
施し、結果を広く社会に公表します。

②評価のプロセスを明確にし、評価を受けた大
学に対して意見申立ての機会を設けます。

③大学や社会等の意見を踏まえ、常に評価シス
テムの改善と進化を図ります。

２．評価の目的および基本方針
（ハンドブック p 4)



第三者評価の概略

根拠資料
（エビデンス）

•シラバス
•授業の資料
•試験問題と結果
など

自己点検・
自己評価書

○○大学薬学部

大学

評価基準に照らして
自大学の自己点検・
自己評価書を作製

評価機構

自己点検・自己評価
書の妥当性を第三者
として判断し、公表

○○大学薬学部
評価報告書

•根拠資料
（エビデンス）

•訪問調査

薬学教育（６年制）
第三者評価
評価基準

評価基準の提示

評価機構

教育研究上の目的
医療人教育の基本的内容
•ヒューマニズム教育・医療倫理教育
•教養教育・語学教育
•医療安全教育
など



３．評価の実施体制
（ハンドブック p 4)



評価を担当する委員会構成

総合評価評議会：１５名
薬科大学・薬学部関係者：５名
実務薬剤師：３名
有識者：７名（医療関係者および大学評価関係を含む）

（ハンドブック p 215-219)

評価委員会：３０名程度
薬科大学・薬学部の専任教員・経験者：１５名程度
実務薬剤師：８名程度
有識者：７名程度

評価チーム（評価する薬科大学・薬学部ごとに編成）
評価実施員５名
実務薬剤師であって教育研究活動に識見を有する者を含む



４．評価の実施方法
①大学における自己点検・評価

（ハンドブック p 5，p 202)



大項目 中項目 『基準』数 『観点』数

教育研究上の目的 １ 教育研究上の目的 1 1 5

薬学教育カリキュラ
ム

２ カリキュラム編成 2

25

7

３ 医療人教育の基本的内容 8 25

４ 薬学専門教育の内容 4 9

５ 実務実習 9 29

６ 問題解決能力の醸成のための教育 2 9

学生

７ 学生の受入 3

17

8

８ 成績評価・進級・学士課程修了認定 6 17

９ 学生の支援 8 20

教員組織・職員組織 １０ 教員組織・職員組織 8 8 24

学習環境 １１ 学習環境 2 2 8

外部対応 １２ 社会との連携 2 2 8

点検 １３ 自己点検・評価 2 2 7

(合計数) 57 176

評価基準 （ハンドブック p 202)



４．評価の実施方法
①大学における自己点検・評価

•『基準』ごとに教育研究活動等の状況（現状）
を分析

•『中項目』ごとに優れた点、改善を要する点な
どの自己点検・評価結果を記述

重複を避け、より実質的に

（旧バージョン）
•『項目』および『基準』ごとに、教育研究活動
等の状況（現状）を分析し、優れた点、改善を
要する点などの自己点検・評価結果を記述

（ハンドブック p 5)



従来の自己点検・評価書の記載方法

中項目

現状分析
自己点検・評価（改善計画）

現状分析
自己点検・評価（改善計画）

総合評価

総合的に評価

観点

観点

観点

基準

観点

観点
基準

観点

観点

観点

基準

関連

関連

関連

委員会など

重複



新しい自己点検・評価書の記載方法

中項目

観点

観点

観点

基準

観点

観点
基準

観点

観点

観点

基準

現状分析

総合評価

総合的に評価自己点検・評価（改善計画）

関連

関連

関連

委員会など

機構による評価 機構による評価



大項目 中項目 『基準』数 『観点』数

教育研究上の目的 １ 教育研究上の目的 1 1 5

薬学教育カリキュラ
ム

２ カリキュラム編成 2

25

7

３ 医療人教育の基本的内容 8 25

４ 薬学専門教育の内容 4 9

５ 実務実習 9 29

６ 問題解決能力の醸成のための教育 2 9

学生

７ 学生の受入 3

17

8

８ 成績評価・進級・学士課程修了認定 6 17

９ 学生の支援 8 20

教員組織・職員組織 １０ 教員組織・職員組織 8 8 24

学習環境 １１ 学習環境 2 2 8

外部対応 １２ 社会との連携 2 2 8

点検 １３ 自己点検・評価 2 2 7

(合計数) 57 176

評価基準 （ハンドブック p 202)

点検・評価



ア 「評価基準」を構成する13の『中項目』ごとに、各大学か
ら提出される「自己点検・評価書」に基づき、自己点検・
評価の状況を評価し、適合水準に達しているかどうかの
判断を行うとともに、その理由を明らかにします。また、
適合水準に達しているかどうかの判断は、訪問調査に
基づく評価を含めて総合的に行います。

イ 改善の必要が認められる場合や、その取組みが優れて
いると判断される場合には、その旨を大学に通知します。

ウ 評価対象が13 の『中項目』について総合的に適合水準
に達している場合に、評価対象が「評価基準」を満たし
ているものと認め、その旨を公表します。

４．評価の実施方法
②機構における評価

（ハンドブック p 5)



 評価は以下の段階で実施されます。

１．大学における自己点検・評価

２．機構における評価

①書面調査

②訪問調査
評価チーム

評価委員会

総合評価評議会

評価チーム報告書

評価報告書原案

各大学・社会

評価報告書

大学
評価報告書委員会案

意見申立

４．評価の実施方法
２）機構による評価のプロセス

（ハンドブック p 6)



５．評価の結果

１）総合評価

「評価基準」の13の『中項目』

・総合的に適合水準に達している場合

→「適合」

・一部に問題があった場合（適合水準に達して
いない『中項目』があった場合）

→判定を保留し、評価を継続

・薬学教育プログラムとして非常に重大な問題
があった場合

→「不適合」

（ハンドブック p 6)



２）『中項目』の評価

・原則として多段階（Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）評価

・多段階評価が不適当な場合は「適合」・

「不適合」

・『中項目』ごとの評価結果は、文章によ

り表記する。

５．評価の結果
（ハンドブック p 6)



３）『基準』および『観点』の評価

『基準』を構成する『観点』が原則

として全て満たされていることを57

の『基準』ごとに確認し、その結果

を『中項目』の評価に反映します。

５．評価の結果
（ハンドブック p 6)



６．評価結果の公表

①薬学教育プログラムの総合評価の結果は、『中項目』ごとの評
価結果とともに評価報告書をもって公表します。

②評価報告書は、大学ごとに作成し、その設置者および申請者に
提供するとともに、印刷物の刊行およびウェブサイト
(http://www.jabpe.or.jp)への掲載等により公表します。

③評価結果の公表にあわせて、評価の透明性および客観性を確
保するため、各大学から提出された「自己点検・評価書」（大学
の自己点検・評価において根拠として別添で提出された資料・
データ等を除く。）をウェブサイト（同上）に掲載します。

④文部科学省および厚生労働省への評価結果の報告は、評価報
告書の送付をもって行います。

（ハンドブック p７ )



７．「認定」の取消し

適合認定を受けた大学において、「認定」を受け
たのち、次の評価を受けるまでの間（機構による
適合認定が有効である期間）、機構の行う評価の
過程、「自己点検・評価書」の提出または機構へ
の基本情報の届出等において、重大な虚偽報告
や事実の隠蔽など社会的倫理に反する事実が存
在することが判明した場合は、総合評価評議会
の判断により「認定」の取消し、または次回の評
価時期の指定その他必要な措置をとることがあり
ます。

（ハンドブック p 8)



９．評価の時期

１）評価の申請は、毎年度１回受け付けます。

２）各大学は、最初の評価を平成25年度から31年
度の間に受けるものとします。

３）申請予定大学は、評価実施年度の４月に別に
定める様式に従って、機構に評価を申請します。

４）機構は、申請があった場合には、正当な理由
がある場合を除き、遅滞なく評価を実施します。

５）各大学は、本評価を受けた後、当該評価の実
施翌年度から起算して７年以内に次回の評価
を受けるものとします。

（ハンドブック p 8)



９．評価の時期

 ７年サイクル：機関別評価と同じ
 ６年間のプログラムを次の１年で自己点検・評価

Ｈ２４年 Ｈ２５年 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ １ ２

自己
点検

第三者
評価

自己
点検

第三者
評価

適合認定 適合認定

改善
計画

再評価
申請

再
評
価

自己
点検

第三者
評価

評価継続中 適合認定

改善
追評価
申請

追
評
価

自己
点検

第三者
評価

不適合 適合認定



10．「改善すべき点」への対応

１）総合的に「適合」と判定された大学が、評価結果にお
いて「改善すべき点」を付された場合、当該大学は指
定された期限までに「改善報告書」を機構に提出する
こととします。

２）「改善すべき点」は、大学評価後、その問題事項につ
いて改善・改革の努力を促すための提言です。した
がって、改善報告に当たっては、当該事項に対する改
善状況を根拠となる資料を添えて報告してください。

３）当該大学から提出された「改善報告書」は、評価委員
会で検討し、その結果を総合評価評議会がとりまとめ、
公表します。

（ハンドブック p 9)



11．再評価

１）再評価は、総合判定の保留により評価が継続となっ
た大学の薬学教育プログラムを対象に実施します。

２）再評価は、本評価において適合水準に達していない
と判定された『中項目』に限定して実施します。

３）評価が継続となった大学は、別に定める手続きに
従って、機構に再評価を申請することとします。

４）評価が継続となった大学が所定の期日までに再評価
の申請を行わなかった場合には、「不適合」であると判
定し、先の本評価の結果と併せて公表します。

（ハンドブック p 9)



５）再評価において、対象となった『中項目』の実施状況が総合的
に適合水準に達していると判定された場合には、先の本評価
の結果と併せて、当該大学の薬学教育プログラムを「適合」と
認め、公表します。

６）再評価において「適合」とされた場合の認定期間は、本評価の
翌年度４月１日から起算した正規の認定期間の残りの期間とし
ます。

７）再評価においても対象となった『中項目』の実施状況が総合的
に適合水準に達していないと判定された場合には「不適合」とし、
先の本評価の結果と併せて公表します。

８）再評価においても、評価結果が確定する前に、当該大学に対
して事実誤認等に対する意見の申立ての機会を設けます。

11．再評価
（ハンドブック p 9)



12．追評価

１）追評価は、本評価において「不適合」と判定された大
学の薬学教育プログラムを対象に実施します。

２）追評価は、本評価において非常に重大な問題がある
と判定された『中項目』に限定して実施されます。

３）本評価において「不適合」と判定された大学は、別に
定める手続きに従って、追評価を申請することができ
ます。

４）追評価において、追評価の対象となった『中項目』の
実施状況が総合的に適合水準に達していると判定さ
れた場合には、先の本評価の結果と併せて、当該大
学の薬学教育プログラムを「適合」と認め、公表します。

（ハンドブック p 10)



５）追評価において「適合」とされた場合の認定期間は、
本評価の翌年度４月１日から起算した正規の認定期
間の残りの期間とします。

６）追評価においても、対象となった『中項目』の実施状
況が総合的に適合水準に達していないと判定された
場合には、「不適合」であると判定し、公表します。

７）追評価においても、評価結果が確定する前に、当該
大学に対して事実誤認等に対する意見の申立ての機
会を設けます。

12．追評価
（ハンドブック p 10)



９．評価の時期

 ７年サイクル：機関別評価と同じ
 ６年間のプログラムを次の１年で自己点検・評価

Ｈ２４年 Ｈ２５年 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ １ ２
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自己
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再
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自己
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改善
追評価
申請
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自己
点検

第三者
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不適合 適合認定



13．教育研究活動等の内容の重要な
変更の届出

１）各大学は、認定を受けた後に教育研究活動等
に関し機構が別に定める重要事項の変更が生
じた場合には、変更後３ヶ月以内に機構に届け
出なければならないものとします。

２）届出を必要とする大きな変更内容とは、認定
の結果に影響を与えるものとします。

３）届出があった場合、その内容についての審査
を行います。

４）審査体制、基準、通知方法等については別途
定めます。

（ハンドブック p 10)



15．異議申立てについて

本評価、再評価あるいは追評価において

総合判定が「不適合」と判定され公表された

大学には異議申立ての機会を設けます。異

議申立てがあった場合は、６名の委員で構

成される異議審査委員会を総合評価評議

会の下に設置し、審査を行います。なお、異

議申立ての手続き等は、別途定めます。

（ハンドブック p 11)


